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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第26期

第１四半期
連結累計期間

第27期
第１四半期
連結累計期間

第26期

会計期間
自　2022年10月１日

至　2022年12月31日

自　2023年10月１日

至　2023年12月31日

自　2022年10月１日

至　2023年９月30日

売上高 （百万円） 167,577 193,075 720,207

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △939 6,478 24,915

親会社株主に帰属する当期純利益又
は親会社株主に帰属する四半期純損
失（△）

（百万円） △5,002 △472 5,332

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △3,768 △1,934 12,687

純資産額 （百万円） 211,696 221,914 231,911

総資産額 （百万円） 423,028 468,681 477,826

１株当たり当期純利益又は１株当た
り四半期純損失（△）

（円） △9.88 △0.93 10.53

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） － － 9.60

自己資本比率 （％） 31.2 28.8 30.2
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

　　　　 ておりません。

２．第26期第１四半期連結累計期間及び第27期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の

内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると

認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要

な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1)　経営成績の分析

当社グループは、スマートフォン市場の成長を取り込む一方で、中長期の柱に育てるため、新しい未来のテレ

ビ「ABEMA」への投資を継続し、当第１四半期連結累計期間における売上高は193,075百万円（前年同期比15.2％

増）、営業利益は6,284百万円（前年同期間1,255百万円の損失計上）、経常利益は6,478百万円（前年同期間939

百万円の損失計上）、親会社株主に帰属する四半期純損失は472百万円（前年同期間5,002百万円の損失計上）と

なりました。

 
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

 

①メディア事業

メディア事業には、「ABEMA」、「WINTICKET」等が属しております。

新しい未来のテレビ「ABEMA」関連事業の増収により、売上高は42,784百万円（前年同期比27.8％増）、営業損

益は991百万円の損失計上（前年同期間9,356百万円の損失計上）となりました。

 

②インターネット広告事業

インターネット広告事業には、インターネット広告事業本部、AI事業本部等が属しております。

広告効果の最大化を強みに、好調に推移し、売上高は105,320百万円（前年同期比10.1％増）、営業損益は

5,667百万円の利益計上（前年同期比13.3％増）となりました。

 
③ゲーム事業

ゲーム事業には、㈱Cygames、㈱Colorful Palette、㈱サムザップ、㈱アプリボット等が属しております。

新作タイトルがヒットし、売上高は45,043百万円（前年同期比10.1％増）、営業損益は3,495百万円の利益計上

（前年同期比32.9％減）となりました。

 
④投資育成事業

投資育成事業にはコーポレートベンチャーキャピタル、㈱サイバーエージェント・キャピタルにおけるファン

ド運営等が属しており、売上高は619百万円（前年同期比344.0％増）、営業損益は102百万円の利益計上（前年同

期間286百万円の損失計上）となりました。

 
⑤その他事業

その他事業には、㈱マクアケ、㈱リアルゲイト等が属しており、売上高は7,961百万円（前年同期比31.0％

増）、営業損益は195百万円の利益計上（前年同期間130百万円の損失計上）となりました。
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(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は468,681百万円（前連結会計年度比9,144百万円の減少）となりま

した。これは、主に法人税等及び配当金の支払等に伴う現金及び預金の減少によるものであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は246,767百万円（前連結会計年度比852百万円の増加）となりまし

た。これは、主に売上高の増加に伴う買掛金の増加であります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は221,914百万円（前連結会計年度比9,997百万円の減少）となりま

した。これは、主に配当金の支払等に伴う利益剰余金の減少によるものであります。

（自己資本比率）

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は28.8％（前連結会計年度比1.4ポイント減）となりました。

 
(3)　優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4)　研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、1,748百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,517,119,200

計 1,517,119,200
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2023年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年１月31日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 506,215,600 506,215,600
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株
であります。

計 506,215,600 506,215,600 － －
 

（注）「提出日現在発行数」欄には、2024年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2023年12月８日

付与対象者の区分及び人数（名） 
 当社取締役　3
 当社従業員　105
 子会社取締役　28

新株予約権の数（個） ※ 7,062　※１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） ※ 普通株式　706,200　※１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １株当たり 1 ※２

新株予約権の行使期間 ※
自　2027年12月16日
至　2033年12月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額（円） ※

発行価格　1
資本組入額　1

※３

新株予約権の行使の条件 ※ ※４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ ※５

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ※６
 

※　新株予約権証券の発行時（2023年12月15日）における内容を記載しております。
 

※１　割り当てられる本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とする。（割当日時点）ただし、当社が、株

式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合等を行う場合、次の算式により目的たる

株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されて

いない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調

整するものとする。

※２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることが

できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。

※３　株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格702.7円を加算した資本組入額は352円となります。

※４ (1)　対象者が、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。

ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
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(2)　新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認め

た場合はこの限りではない。

(3)　前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約

に定めるところによる。

※５　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

※６　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する

新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき

それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新た

に発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※２

に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使できる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の

末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の算出方法に準じて決定

する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でない場

合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
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② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2023年10月１日～

2023年12月31日
24,400 506,215,600 12 7,381 12 2,468

 

（注）新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。

 
(5) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 506,029,000 5,060,290
権利内容に何らの限定
のない当社における標
準となる株式

単元未満株式 普通株式 185,600 － －

発行済株式総数  506,215,600 － －

総株主の議決権 － 5,060,290 －
 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式が111,200株含まれており

ます。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1,112個が含まれておりま

す。
 

② 【自己株式等】

2023年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）      

㈱サイバーエージェント
東京都渋谷区宇田川
町40番１号

1,000 － 1,000 0.00

計 － 1,000 － 1,000 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2023年10月１日から2023年

12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年10月１日から2023年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(2023年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 199,579 184,763

  受取手形、売掛金及び契約資産 83,372 89,014

  棚卸資産 8,977 10,144

  営業投資有価証券 19,034 17,842

  その他 40,768 41,358

  貸倒引当金 △489 △534

  流動資産合計 351,242 342,589

 固定資産   

  有形固定資産 24,586 24,770

  無形固定資産   

   のれん 7,084 3,596

   その他 26,473 29,122

   無形固定資産合計 33,557 32,719

  投資その他の資産   

   その他 68,452 68,625

   貸倒引当金 △77 △81

   投資その他の資産合計 68,375 68,543

  固定資産合計 126,519 126,033

 繰延資産 64 59

 資産合計 477,826 468,681

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 71,597 75,851

  短期借入金 3,142 1,342

  未払法人税等 3,115 2,827

  その他 55,507 52,798

  流動負債合計 133,362 132,819

 固定負債   

  転換社債型新株予約権付社債 60,584 60,552

  長期借入金 43,355 44,536

  勤続慰労引当金 3,401 3,412

  資産除去債務 2,406 2,608

  その他 2,803 2,838

  固定負債合計 112,552 113,948

 負債合計 245,915 246,767

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,369 7,381

  資本剰余金 12,218 12,227

  利益剰余金 117,448 109,411

  自己株式 △1 △1

  株主資本合計 137,034 129,018

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 7,196 5,689

  為替換算調整勘定 191 244

  その他の包括利益累計額合計 7,388 5,933

 新株予約権 2,092 2,224

 非支配株主持分 85,396 84,738

 純資産合計 231,911 221,914

負債純資産合計 477,826 468,681
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
　至 2023年12月31日)

売上高 167,577 193,075

売上原価 128,390 143,056

売上総利益 39,187 50,019

販売費及び一般管理費 40,443 43,734

営業利益又は営業損失（△） △1,255 6,284

営業外収益   

 受取利息 44 42

 受取配当金 138 138

 受取賃貸料 119 154

 その他 136 141

 営業外収益合計 440 477

営業外費用   

 支払利息 12 56

 持分法による投資損失 － 46

 その他 111 180

 営業外費用合計 123 283

経常利益又は経常損失（△） △939 6,478

特別利益   

 事業譲渡益 60 116

 その他 1,236 52

 特別利益合計 1,296 168

特別損失   

 減損損失 323 175

 のれん償却額 － 3,376

 その他 86 5

 特別損失合計 409 3,556

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△52 3,090

法人税、住民税及び事業税 2,322 3,076

法人税等調整額 1,354 207

法人税等合計 3,676 3,284

四半期純損失（△） △3,729 △193

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,272 278

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △5,002 △472
 

 

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】
           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
　至 2023年12月31日)

四半期純損失（△） △3,729 △193

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 195 △1,780

 為替換算調整勘定 △91 0

 持分法適用会社に対する持分相当額 △142 38

 その他の包括利益合計 △38 △1,741

四半期包括利益 △3,768 △1,934

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △5,215 △1,926

 非支配株主に係る四半期包括利益 1,446 △8
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

　当社の連結子会社である株式会社Cygames（以下、Cygames）は、2023年３月31日付（訴状送達日：2023年５月

10日）で、株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、コナミデジタルエンタテインメント）より特許

権侵害に関する訴訟を提起されており、内容は以下のとおりであります。

 
(１) 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯

　Cygamesは、コナミデジタルエンタテインメントとCygamesが提供する「ウマ娘 プリティーダービー」の

ゲームシステムおよびプログラムの一部について、特許権等の協議を行ってまいりましたが、Cygamesの見解

がコナミデジタルエンタテインメントに受け入れられるには及ばず訴訟の提起に至ったものです。

 
(２) 訴訟を提起した者

　名称　　株式会社コナミデジタルエンタテインメント

　所在地　東京都中央区銀座1丁目11番1号

　代表者　代表取締役社長 早川 英樹

 
(３) 訴訟内容

①訴えの内容

　Cygamesが提供しているゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の特許権侵害に基づく損害賠償等請求およ

びそれらの生産、使用、電気通信回線を通じた提供等の差止請求等

 
②訴訟の目的物及び価額

　損害賠償等請求：4,000百万円及び遅延損害金

　差止請求の対象ゲーム：「ウマ娘 プリティーダービー」

 
(４) 今後の見通し

　当社は、Cygamesが提供する「ウマ娘 プリティーダービー」がコナミデジタルエンタテインメントの特許

権を侵害している事実は無いものと考えており、その正当性を本件訴訟にかかる手続きの中で明らかにして

いく方針です。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 

 前第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日
　至　2022年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年10月１日
　至　2023年12月31日)

 

減価償却額 1,885百万円 2,542百万円

のれんの償却額 79百万円 3,487百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　2022年10月１日　至　2022年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

2022年12月９日定

時株主総会
普通株式 7,082 14 2022年９月30日 2022年12月12日 利益剰余金

 

 
当第１四半期連結累計期間（自　2023年10月１日　至　2023年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

2023年12月８日定

時株主総会
普通株式 7,592 15 2023年９月30日 2023年12月11日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 2022年10月１日 至 2022年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額

(注１)

四半期連結損益計

算書計上額
メディア

インター

ネット広告
ゲーム 投資育成 その他 計

売上高         

顧客との契約から生じる

収益(注２)
31,781 89,612 40,763 139 5,279 167,577 － 167,577

(1) 外部顧客への売上高 31,781 89,612 40,763 139 5,279 167,577 － 167,577

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,703 6,026 153 － 796 8,679 △8,679 －

計 33,485 95,639 40,916 139 6,076 176,257 △8,679 167,577

セグメント利益又は損失

（△）
△9,356 5,001 5,212 △286 △130 440 △1,695 △1,255

 

(注)　１.セグメント利益の調整額△1,695百万円は全社費用等であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。

２.顧客との契約から生じる収益以外の収益の額については重要性がないことから、顧客との契約から生じる収

益と区分して表示しておりません。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結累計期間（自 2023年10月１日 至 2023年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額

(注１)

四半期連結損益計

算書計上額
メディア

インター

ネット広告
ゲーム 投資育成 その他 計

売上高         

顧客との契約から生じる

収益(注２)
40,661 99,940 45,009 610 6,853 193,075 － 193,075

(1) 外部顧客への売上高 40,661 99,940 45,009 610 6,853 193,075 － 193,075

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,122 5,380 34 8 1,107 8,654 △8,654 －

計 42,784 105,320 45,043 619 7,961 201,729 △8,654 193,075

セグメント利益又は損失

（△）
△991 5,667 3,495 102 195 8,468 △2,183 6,284

 

(注)　１.セグメント利益の調整額△2,183百万円は全社費用等であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。

２.顧客との契約から生じる収益以外の収益の額については重要性がないことから、顧客との契約から生じる収

益と区分して表示しておりません。
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間

(自 2022年10月１日
 至 2022年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
 至 2023年12月31日)

 １株当たり四半期純損失(△) △9円88銭 △0円93銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万
円)

△5,002 △472

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
損失(百万円)

△5,002 △472

普通株式の期中平均株式数(株) 505,930,926 506,202,815

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であ

るため、記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2024年１月31日

株式会社サイバーエージェント

取締役会  御中

 

 有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ

　　　　　　　　　　　東京事務所
 

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 広   瀬         勉  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 村　　山　　　　 拓  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サイバー

エージェントの2023年10月1日から2024年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2023年10月1日から

2023年12月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（2023年10月1日から2023年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サイバーエージェント及び連結子会社の2023年12月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
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られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 
 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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